
厚生労働省の発表によると，平成２０年の労働災害による死亡者数

は前年比６．６％減の１，２６８人となっています。業種別では建設業が最

も多く，全産業の３４％を占めており，年々減少傾向にはあるものの

他産業との比較では依然として死亡災害，重大災害の割合が大きい

状況が続いています。

建設業における労働災害，特に死亡災害の発生状況を見ると，足

場等からの墜落・転落による事故が４割となっており，こうした墜

落災害の発生状況に鑑み，厚生労働省では足場等からの墜落等に係

る労働災害防止対策の強化を図るため，労働安全衛生規則を改正，

本年６月１日から施行されています。

一般競争入札の拡大をはじめとした入札・契約制度の大きな転換

と，それを背景とした過度な受注競争など，公共工事を取り巻く環

境，特に建設企業の経営環境は厳しい状況が続いています。こうし

た状況においては，低価格受注による下請企業へのしわよせが問題

となり，公共工事の品質確保のみならず工事中の事故等に伴う公衆

災害や労働者の安全衛生面への影響が懸念されています。

今回の特集企画は建設現場の「安全対策」をテーマとして，建設

業界における労働災害の防止対策への取り組みと国の労働安全に対

する施策について紹介します。



１． はじめに

建設工事において，事故や公害を防止し，安全

と環境を確保することは，建設業界を挙げて推進

しなければならない重要な課題である。

本年４月，土工協，電建協，海洋協，鉄建協の

４協会が合併して，新生日本土木工業協会が発足

した。新土工協では，この機会に，安全と環境を

重視する姿勢を組織的に明示し，建設工事に伴う

安全対策，環境対策等の事業を効果的，効率的に

推進することを目的として，安全環境対策本部を

新設した。対策本部においては，４協会合併前の

土工協・電建協の安全・労働委員会と環境委員

会，鉄建協の安全労務委員会の事業に加え，３月

末で解散した五団体合同安全公害対策本部と海洋

開発工事安全公害対策本部の事業を承継し，他の

構成団体から委託を受けるものを含め，一元的に

実施する。このため，対策本部には，本部長（竹

中康一・竹中土木社長）の下に，安全，鉄道安

全，海洋安全，環境の４委員会が設置され，その

下にそれぞれ所要の部会が置かれている。これに

より，対策本部は，陸上と海上の建設工事全般に

わたり，公衆災害防止・労働災害防止等の安全対

策，環境保全・建設副産物対策等の環境対策に一

元的に取り組む組織となった（図―１）。

（社）土工協 安全環境対策本部の
組織および活動について

社団法人日本土木工業協会

図―１ （社）土工協 安全環境対策本部組織図
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「安全」と「環境」は，今や時代のキーワード

であるといってもよく，その確保には社会的要請

があり，国民の関心もきわめて高い課題である。

今回新たに発足した対策本部は，発注者や関係省

庁，国民の皆さんからの期待に応え，建設業界の

安全環境対策推進のために要の役割を果たしてい

きたい。対策本部の活動により，建設業界の安全

環境対策のレベルを向上させ，その期待に応える

ことが，建設業界への国民の信頼の確保につなが

るとともに，新土工協の活動重点の一つである魅

力ある建設企業群の実現にも資するものとなるこ

とから，全国９支部とも連携して，安全環境対策

事業の効果的な推進に取り組んでいく。

２． 安全環境対策本部の活動方針

安全環境対策本部に置かれている４委員会で

は，年度事業計画に基づき，それぞれ次の活動を

行う。

安全委員会では，建設工事に携わる関係者の労

働災害・職業性疾病の防止，現場環境の改善や交

通・地下埋設物・火薬類に関連する公衆災害防止

に係る諸対策の着実な展開を図るため，調査研究

や啓発活動に加えて，現場点検やパトロール，講

習会開催，各種教育資料作成等の建設現場に即し

た実践的な活動を行う。

鉄道安全委員会では，整備新幹線工事，短絡線

新設工事，連続立体化工事，駅施設改良工事等を

対象に，作業事故ゼロ，第三者事故ゼロ，列車運

転阻害事故ゼロを目標として，安全パトロールや

安全関係教材の作成等の活動を行う。

海洋安全委員会では，海上における建設工事に

伴う各種災害の予防と公害防止，環境保全に係る

諸対策の着実な推進を図るため，調査研究のほ

か，東京国際空港D滑走路建設外工事等の大規模

海上建設工事現場に設置している３地区協議会と

連携して，現場点検や啓発活動を行う。

環境委員会では，土木事業における環境保全，

自然再生，公害防止，建設副産物の発生抑制，再

資源化，適正処理促進等を目的として，調査研

究，情報提供，行政への要請のほか，現場点検，

講習会開催，各種教育資料作成等の建設現場に即

した実践的な活動を行う。

以上が活動の基本であるが，対策本部は，この

４月に発足したばかりであり，本年度は，初年度

として，その組織および活動の基礎を固め，軌道

に乗せることが重要である。

このため，対策本部では，基本的留意事項とし

て本部長から指示された次の４点を本年度の活動

の重点として，安全環境対策の推進に鋭意取り組

んでいる。

第１に，関係委員会および五団体・海洋対策本

部のこれまでの長年の活動の成果とノウハウを確

実に承継するとともに，必要な連絡調整を行っ

て，効率的な事業の実施に努め，対策本部とし

て，安全環境対策事業を一つに統合した成果につ

なげる。

第２に，現場点検やパトロール，教育資料作成

等により，工事現場の安全環境対策の向上に寄与

するとともに，会員会社のニーズに沿って，発注

者，関係行政機関等への制度・政策改善要望にも

積極的に取り組む。

第３に，会員会社へは，メールや講習会等によ

り有益な情報や資料のタイムリーな提供を行うと

ともに，社会に対しては，ホームページやパンフ

レット，ポスターの活用等により，対策本部の活

動を幅広く情報発信する。

第４に，土工協各支部と十分な連携を保ち，支

部の安全環境対策事業について，その活動の指導

を行うとともに，新設された建設五団体安全環境

対策協議会と緊密な連携を図り，建設業界全体と

して，安全環境対策がさらに前進するように配意

する。

３． 労働災害防止の取り組み

本年５月に厚生労働省が発表した「平成２０年に

おける労働災害発生状況」における死亡災害の集
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計値では，残念ながら，全産業合計で１，２６８人が

犠牲となっている。

このうち建設業における死亡者数は，昨年より

７％減の４３０人であり，１０年前にあたる平成１０年

当時の死亡者数の７２５人，５年前の平成１５年の５４８

人と比較すると，死亡者数は着実に減少している

（図―２）。

一方，平成２０年における土工協会員の死亡災害

発生状況は，前年比１３％減の４７人で，平成１０年当

時の９９人と比較すると，建設業全体の減少率４１％

を大きく上回る５３％の減少となっている。これは

会員各社の労働災害防止に向けた熱意ある取り組

み姿勢の一端を示すものである。

しかしながら，全産業に占める建設業の死亡災

害者数の割合は，依然として３割程度を占めてい

る。この現実を真摯に受け止め，今年も６月に日

建連，建築協との共催による「災害防止対策特別

活動」を行った。全会員会社を対象に啓発リーフ

レットを配布し，現場パトロールを実施するなど

して，労働災害防止を強く訴えた。対策本部の重

要課題である「労働災害の撲滅と安全な建設業の

確立」により，建設業が魅力ある産業となるよ

う，なお一層の安全対策活動を推進していく。

（厚生労働省発表資料を参照に日本土木工業協会・調査資料より作成）

図―２ 労働災害の年別発生状況推移（平成８～２０年）
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４． 公衆災害防止の取り組み

公衆災害防止対策については，これまで五団体

および海洋対策本部が長年取り組んできたが，４

協会合併に伴い，本年３月末に両本部は解散し

て，土工協がその事業を承継した。これに伴い，

交通・地下埋設物・火薬類に関連する公衆災害防

止については，安全委員会において，公害防止・

建設副産物対策については，環境委員会において

取り組み，また，海上工事の安全環境対策につい

ては，海洋安全委員会が担当することになった。

五団体等が工事現場向けに行っていた現場点

検，講習会の開催，教育資料の作成等の公衆災害

防止事業は，建設業界で他に例を見ない自主的な

活動であっただけに，対策本部においても，その

成果とノウハウを確実に引き継いで，現場の安全

環境対策に役立つ実践的な活動を行っていくこと

が必要である。

なかでも，現場点検は，本部長，委員長をはじ

め，各対策部会の役員・専門委員が実際に会員会

社の工事現場に出向き，その現場で取られている

安全環境対策について，数十項目からなる点検表

に基づき，書類を確認し，現場を見て関係者から

話を聞くなどして，詳細にチェックし指導するも

のである（写真―１）。それにより，現場と共通

認識を持ち，対策の向上を図ることを目的として

いる。平成２０年度の実施実績は，本部と支部合わ

せると９７回，２５６現場に及んでいる。また，点検

を通して把握した問題点は，常にフィードバック

して効果的な教育資料の作成や講習会のテーマに

生かされている。長年にわたり，点検，評価，指

導という活動を地道に繰り返し行ってきたこと

が，会員会社の建設現場の安全のレベルを上げ，

ひいては業界の水準を向上させてきたものと認識

しており，この現場点検は，対策本部においても

活動の重点にしていく。

５． 建設五団体安全環境対策協議会等と
の連携

高速道路建設や都市部の大規模再開発事業をは

じめとして，建設工事は多大な社会的影響を及ぼ

す活動であることから，工事における安全環境対

策についてもさまざまな措置が必要となる。これ

に伴い，対策本部の安全環境対策の活動も幅広い

社会的視野に立った対応が不可欠であり，国や自

治体，関連する他団体など関係機関との連携が重

要である。

このため，従来から，土工協等の各委員会や五

団体・海洋対策本部の活動において，国等の行う

安全や環境保全の施策に協力するとともに，講習

会へ国，自治体等から講師を招いたり，建設関係

他団体と共催で活動するなど，関係機関との連携

の確保に積極的に取り組んできている（写真―

２）。

本年４月から，土工協では，対策本部が安全環

写真―１ 現場点検（交通対策部会） 写真―２ 講習会（地下埋設物対策部会）
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境対策の窓口として一本化されたことから，関係

機関との間で，これまでの協力関係をベースに，

より一層緊密な連携を図り，効果的な活動につな

げていきたい。

また，安全環境対策にかかわる建設関係団体の

連携では，これまで五団体と海洋対策本部がそれ

ぞれ構成団体により共同で設置されていた。両本

部が３月末で解散したことを受け，４月に建設五

団体安全環境対策協議会が発足したが，この組織

は，両本部の構成団体であった土工協，建築協，

道建協，埋浚のほか，新たに日建連も加わった建

設五団体において，建設工事に伴う公衆災害防止

対策および海上工事に伴う安全公害対策を建設業

界として引き続き推進していくために共同で設置

した協議機関である。

協議会は，規約により，対策本部の本部長が会

長を務めている。５月に，構成五団体から委員の

出席を得て，第１回目の会議を開催して，今後の

基本的な運営方針について協議した。その際，今

回，協議会が新設された趣旨に添って，解散した

両本部の成果とノウハウを確実に引き継ぎ，構成

五団体が協力して，建設工事の安全環境対策をさ

らに一歩進め，それにより，建設業に課せられた

社会的責任を遂行して，建設業の安全と信頼の確

保に貢献していけるよう努めていくことを確認し

た。

なお，五団体および海洋対策本部で行っていた

現場点検，講習会，教育資料作成等の事業について

は，協議会で協議の結果，対策本部と協議会の連名

で実施することとしている（ポスター，懸垂幕）。

６． おわりに

建設業を取り巻く環境は，世界的な経済危機の

影響等を受け，今日，厳しさを増している。そう

した中，ややもするとコストや工期が重視されが

ちになるおそれがあるが，安全・安心に関する社

会の目は厳しさを増しており，建設業に求められ

る安全の水準も高まっている。

近年，厳しい状況の下で，建設現場で働く人の

数が減少する一方で，パソコンの前で各種の書類

作成に追われ，実際に現場にいる時間が削られて

いることはないだろうか。また，数年前から団塊の

世代の大量退職が続き，ベテランの知識やノウハ

ウの伝承の面でのマイナスの影響も憂慮される。

こうしたときこそ，基本に立ち返り，平素から

地道な活動を積み重ね，安全を最優先する安全文

化を確立して，事故防止の徹底を図っていくこと

が必要である。当協会としても，今春の新組織へ

の移行をステップとして，建設五団体安全環境対

策協議会とも緊密に連携して，建設業界の安全環

境対策の向上にさらに努力していく所存であるの

で，幅広いご支援，ご指導をお願いしたい。

ポスター 懸垂幕
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